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指定薬物の所持・使用等が禁止

平成26年4月1日より指定薬物の所持、使用、購入、
譲り受けが新たに禁止されました。

違反した場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下
の罰金又はこれらが併科されます。

業として、指定薬物を所持した者（販売又は授与の
目的で貯蔵し、又は陳列した者）は5年以下の懲役、
若しくは500万円以下の罰金又はこれらが併科されま
す。





危険ドラッグ規制条例成立 兵庫県

兵庫県議会が10月6日に開かれ、危険ドラッグの販売
や使用を制限する条例案が可決された。人体に危害
を及ぼすおそれのある薬物を扱う販売店そのものを
規制するのは全国で初めて。国は薬事法に基づく規
制対象の指定作業を進めているが、規制が追いつく
前に新たな薬物がつくられているのが現状だ。その
ため県は薬物ではなく、店や購入者を規制の対象と
した。新条例では、商品に製造者の明記などを義務
づけ、違反した場合や関係機関から情報があった場
合は、県が「知事監視店」に指定する。条例は12月1
日に全面施行される。
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